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【ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチームHP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/young-carer-pt.html
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部局名 課名 担当名 電話

該当する相談窓

口に関するＵＲ

Ｌ

備考

○ 健康部 長寿あんしん課 地域支援事業担当 048-424-9138 HP

○ 福祉部 障害福祉課 障害支援担当 048-424-9123 HP

○ ○ 健康部 健康支援課 健康づくり担当 048-424-9128 HP

○ ○ ○ ○ ○ ○ 子どもあんしん部 子ども家庭支援課 児童相談担当 048-424-9124 HP 総合相談窓口

※地域包括支援センターのような専門の相談窓口を設置している場合は、「課名」欄に窓口名称を記載ください。

※全ての「ケアをしている相手の状況」に対し相談に応じる窓口の回答をお願いいたします。

ケアをしている相手の状況 相談に応じる窓口

※ケアの内容は、令和2年度に埼玉県が実施した「ヤングケアラー実態調査」によると、

　家事（食事の用意・後片付け・洗濯・掃除など）、感情面のケア（その人のそばにいる・元気づける・話しかける・見守る・外に連れ出したりする）、家庭管理

（買い物・家の修理仕事・重いものを運ぶなど）、きょうだいのケア、入院・入所家族への面会、医療関連の手助け、言語やコミュニケーションのサポート、家計

支援など多岐に渡っています。

２　ヤングケアラーに関する相談について

　厚生労働省・文部科学省の「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告」（令和3年5月17日）によると、ヤングケア

ラーの早期発見・把握と、福祉サービスへのつなぎ、適切な福祉サービスの運用、幼いきょうだいをケアするヤングケアラー支援など支援策の推進が求められてい

ます。

　ついては、ケアをしている相手の状況に応じて、ヤングケアラー本人のほか、学校、医療機関・福祉事業者、児童委員・子ども食堂等地域や民間により早期発

見・把握されたヤングケアラー支援に関する相談窓口について教えてください。発見・把握した関係者・機関により相談窓口が異なる場合は、備考欄にその旨記載

ください。

市町村ヤングケアラー支援に関する相談窓口

和光市

子ども家庭支援課

関口
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https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/young-carer-pt.html
https://www.city.wako.lg.jp/home/fukushi/kaigo/_20958.html
http://www.city.wako.lg.jp/home/fukushi/shogaisha/jiritusien.html
http://www.city.wako.lg.jp/home/fukushi/kenkozukuri/hokencenter/fuku_7_1.html
https://www.city.wako.lg.jp/home/fukushi/kodomo/_22523.html

